

尾道市立市民病院夜間看護補助者（ナイトアシスタント）派遣業務
公募型プロポーザル実施要領


１　目的
　　尾道市立市民病院における夜間看護補助者（ナイトアシスタント）派遣業務（以下「本業務」とする。）について、職員の業務効率を改善し、看護体制の強化を図る上で最も適切な事業者を選定するため、公募型プロポーザル（以下「プロポーザル」という。）を実施することとする。本要領は、事業者の選定手続等に必要な事項を定める。

２　業務内容
　　別紙「尾道市立市民病院夜間看護補助者（ナイトアシスタント）派遣業務仕様書」のとおり

３　契約内容
　(1)　契約形態　派遣業務委託契約
　(2)　契約期間　令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで
※　ただし、業務実績が良好かつ仕様に変更がない場合、契約を２回まで更新することができる。
　(3)　見積提案上限額
　　　１名あたり時間単価２，４２０円（税別）とする。
· 本金額は、プロポーザルのために設定した金額であり、契約金額ではありません。

４　参加要件
　　本プロポーザルに参加する者は、次の要件を全て満たす者でなければならない。
　(1)　尾道市の令和７～９年度物品購入等、業務委託競争入札参加資格者名簿に登録されている、又は同名簿に登録申請していること。
　(2)　国税及び地方税の滞納がないこと。
　(3)　尾道市からの業務発注等において指名停止措置を受けていないこと。
　(4)　当事業を運営するにあたり、関係法令の規定による許認可等（届出を含む。）が必要な場合は、それらの資格を有していること。
　(5)　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。
　(6)　次のアからウまでのいずれかに該当しない者であること。
　　ア　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者
　　イ　民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者
　　ウ　破産法（平成１６年法律第７５号）に基づき破産手続開始の申立てがなされている者
　(7)　尾道市暴力団排除条例（平成２４年条例第１３号）に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。また、暴力団の威力の利用や暴力団に利益を供与する等の当該条例に違反する行為がないこと。
[bookmark: _GoBack]　(8)　病床数が２００床以上の広島県内の夜間急性期看護補助体制加算の施設基準を取得している病院において、過去３年以内に本業務と同様の業務について、１年以上の契約・業務実績を２件以上有する者であること。ただし、夜間急性期看護補助体制加算の施設基準を満たすことができないなどの理由により、同様の業務の受託を辞退した実績のある事業者を除く。
　(9)　一般労働者派遣事業の許可を受けた広島県内の事業所があること。
　(10)　プライバシーマークの付与、又はISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）の適合性認証を受けていること。

５　スケジュール
	年月日
	内　容

	令和７年１２月２６日（金）から
	実施要領等の配布、公募

	令和８年　１月１６日（金）
	質問書提出期限

	令和８年　１月２０日（火）
	質問書に対する回答期限

	令和８年　１月２６日（月）
	参加表明書の提出期限

	令和８年　１月２９日（木）
	参加資格確認の結果通知

	令和８年　２月１０日（火）
	企画提案書の提出期限

	令和８年　２月１７日（火）
	プレゼンテーションの実施

	令和８年　２月２７日（金）予定
	企画提案書の選定通知



６　実施要領等の入手方法
　　実施要領、参加表明書その他の資料・様式は、尾道市立市民病院ホームページからダウンロードすること。

７　質問書の受付及び回答
　(1)　提出期限　令和８年１月１６日（金）　午後５時【必着】
　(2)　提出先　尾道市立市民病院総務人事課
　　　　　　　　〒７２２－８５０３　尾道市新高山三丁目１１７０番地１７７
　　　　　　　　　電話番号　０８４８－４７－１１５５
　(3)　提出方法　メールにより提出すること。（様式第３号）
　　　　　　　　メールアドレス：byoin@city.onomichi.hiroshima.jp
　　　　　　　　　　　　　　　　　※　到達を電話確認すること。
　(4)　回答日　　令和８年１月２０日（火）　午後５時までに回答
　(5)　回答方法　参加表明者全員に対し、質問書提出期間内に受領した質問内容及び回答を電子メールにて返信する。

８　参加表明書等の提出
　(1)　提出期限　令和８年１月２６日（月）　午後５時【必着】
　(2)　提出先　７(2)と同じ
　(3)　提出方法　持参又は郵送により提出すること。
　　　※　持参の場合の受付は、午前９時から午後５時まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）とする。
　(4)　提出書類
　　ア　参加表明書（様式第１号）
　　イ　会社概要書
　　　　企業経歴、資本金、従業員数等がわかるもの。
　　ウ　実績報告書
　　　　夜間看護補助者（ナイトアシスタント）派遣業務に関して、現在契約中の病院、各病院の病床数、契約期間等を記載すること。
　　エ　予定派遣元責任者調書（様式第２号）
　　オ　市税の完納証明書（原本）※市内の事業者に限る。
　　　　本市に納付すべき市税の滞納がないことを証明したもの。
　　カ　消費税及び地方消費税の納税証明書（写しでも可）
　　キ　プライバシーマーク又はISMSの証明書の写し

９　参加者の決定
　　参加表明を行った者のうち、「４　参加要件」に定める資格を全て満たすと認められる者を参加者とし、令和８年１月２９日(木）までに当該者にメールで通知する。

１０　提案書等の提出
　(1)　提出書類
　　ア　企画提案書提出届（様式第４号）
　　イ　企画提案書
　　　　提案書の用紙サイズは、原則としてＡ４判（必要に応じてＡ３判の折込みも可）とする。また、２０ページ以内（表紙は枚数に含めない。）とし、以下の内容を網羅していること。（両面印刷不可）
　　　（ア）　会社概要（他院での派遣業務受託、完了実績についても記載すること。）
　　　（イ）　本業務における業務方針及び業務体制
　　　　　・　人材確保対策（経験者・有資格者、欠員発生時（長期休暇が必要となった場合等）の対応方法及び実績）
　　　　　・　派遣労働者の採用基準、採用方法
　　　　　・　スタッフ管理の責任体制（勤務状況の把握方法、勤務評価の方法、派遣労働者に対するクレーム、病院職員として不適合な場合の対応）
　　　　　・　緊急・災害時対応（適切な連絡体制）
　　　（ウ）　教育研修の考え方、取組、内容、スケジュール
　　　（エ）　個人情報保護及び情報セキュリティの考え方、取組、体制
　　　（オ）　仕様に含まれない、本事業における有用な提案事項（自由提案）
　　ウ　見積書（任意様式）
　　　（ア）　見積書には、派遣労働者１名あたりの通常時間単価、夜間・休日勤務の割増時間単価の見積金額を税抜きで明示する。
　　　（イ）　時間単価には、人件費、間接経費等を含めることとする。
　　　（ウ）　見積書の宛先に「尾道市病院事業管理者」を、件名に「尾道市立市民病院夜間看護補助者（ナイトアシスタント）派遣業務」と明記すること。
　(2)　提出期限　令和８年２月１０日（火）【必着】
　(3)　提出先　７(2)と同じ
　(4)　提出方法　持参又は郵送（配達証明付き書留郵便）により提出すること。
　　　※　持参の場合の受付は、午前９時から午後５時まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）とする。
　(5)　提出部数　正本１部　副本６部

１１　辞退
　(1)　参加表明書提出後に本プロポーザルへの参加を辞退するときは、参加辞退届（様式第５号）を提出すること。
　(2)　提出期限
　　　令和８年２月１３日（金）　午後５時まで【必着】
　(3)　提出先
　　　７(2)と同じ

１２　選定方法
　(1)　提案書の審査は、尾道市立市民病院夜間看護補助者（ナイトアシスタント）派遣公募型プロポーザル審査委員会（以下「委員会」という。）において行う。
　(2)　プレゼンテーションの日程等
　　ア　時間、場所、所要時間等については、提案書を提出した者に対して別途連絡する。なお、プロジェクター及びスクリーンは当院が準備する。その他の機器（パソコン等）については提案者が準備すること。
　　イ　出席者は、２名以内とする。
　　ウ　参加事業者が多数の場合は書面審査によりプレゼンテーションの参加業者を選定する場合がある。
　(3)　評価項目及び配点
　　　別紙のとおり
　(4)　運営事業者の選定
　　ア　委員会において得点の総計が最も高い提案をした者を運営事業者とする。なお、本プロポーザルの参加者が１者の場合は、得点の総計を踏まえ、委員会で適否を判断するものとする。
　　イ　得点の総計が最も高い提案をしたものが２者以上いる場合はくじ引きとする。
　　ウ　選定結果は、提案書を提出した者に対し、書面により結果を通知する。また、尾道市立市民病院ホームページにおいて公表する。
　　エ　選定結果及び経過等についての問い合わせ、異議申し立てに対しては一切応じない。

１３　選定後の手続
　(1)　当院と運営事業者は、提案内容等について協議したのち、提案・協議内容を加えた仕様書を作成することとする。
　(2)　前号の協議が整わなかった場合には、順次、得点の総計が高い提案をした者と、前号と同様の協議等を行うものとする。

１４　失格事項
　　　提案者又は提出された提案書が、次のいずれかに該当する場合は、当該提案者を失格とする。
　(1)　参加資格要件を満たしていない場合
　(2)　提出書類に虚偽の記載があった場合
　(3)　実施要領で示された、提出期限、提出先、書類作成上の留意事項等との条件に適合しない書類の提出があった場合
　(4)　選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合

１５　その他
　(1)　参加者が１者であっても評価を行う。ただし、運営事業者として適当でないと認められる場合は、運営事業者を選定しないことがある。
　(2)　本プロポーザルの参加に係る一切の経費は、参加者の負担とする。
　(3)　提出された書類は、返却しない。
　(4)　提案書受理後の変更又は、取消しをすることはできない。
　(5)　審査に係る内容を確認するため、追加資料の提出を求めることがある。
　(6)　このプロポーザルにおいて使用する言語は日本語とし、通貨及び単位は日本国通貨及び円とする。
　(7)　参加者は、参加表明書の提出をもって、実施要領等の記載内容に同意したものとする。









別紙　　　　　　　　　　　　　　
尾道市立市民病院夜間看護補助者（ナイトアシスタント）派遣業務　評価項目表

	評価項目
	評価内容
	点数

	会社概要
運営主体の業務実績
担当者実績
	本業務の取組方針、実績、経営の安定性
参加資格に基づき、受託実績について評価
担当者の経験、専門性について評価
	２０

	管理体制
提案の実現可能性
	派遣労働者の適正・能力の把握の手法
派遣労働者の雇用管理及び支援体制
離職防止・急な離職等が発生したときの対応
仕様に適合する人員の確保、シフト勤務対応、派遣職員に対する研修など、医療の質を担保し、収益を確保につなげることへの実現可能性に対する評価
	５０

	独自提案
	独自の取組・提案
	１０

	見積額
	見積額が予算の範囲内であり、かつ費用対効果が見込まれるか
	２０

	合計
	１００
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